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広報紙 広告募集 
あなたのお店を紹介してみませんか？ 

1号 1枠5,000円　【問合先】企画課 

消防団員募集 
～あなたの力を消防団に～ 

女性の方　歓迎します 
【問合先】総務課 

 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【内　　容】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　精神障がいの方やご家族、こころの悩みをお
持ちの方の憩いと交流の場として、グループワー
クを開催しますので、お気軽にご参加ください。 

４月１８日（木） 午前１０時～１１時３０分 
福祉健康センター 
カラオケ 
４月１１日（木） 
福祉健康課 

グループワーク 
福祉健康課 

お知らせ
 

 
 
 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【内　　容】 
【申込期限】 
【申込・問合先】 

　地域活動支援センターの精神保健福祉士など
が、こころの悩みや不安の相談に応じます。 
　また、精神障がいの方の就労体験も開催しま
すので、お気軽にご参加ください。 

４月２４日（水） 午後１時３０分～２時３０分 
福祉健康センター 
こころの相談と就労体験 
４月１７日（水） 
福祉健康課 

こころの巡回相談・障がい者 
就労体験 福祉健康課 

お知らせ
 

消防団協力事業所表示制度の 
ご案内 総務課 

　近年の就業構造の変化により、消防団員の約
７割がサラリーマンであり、今後、地域の安全と安
心を守る団員数の減少と地域防災力の低下が
心配されます。 
　そのため、サラリーマンでも
消防団に入団しやすく、活動
しやすい環境づくりを進める
ことが急務となっています。 
　町では、現在、消防団協力
事業所表示制度を推進しています。 
　消防団協力事業所に認定されると、表示証を
交付し事業所に掲示していただきますので、事
業所の社会的信頼性向上とイメージアップにつ
ながります。 
○消防団協力事業所になるためには 
　次のいずれかに該当している場合に認定さ
れます。 
１．従業員２人以上が笠松町消防団に入団して
いる。 

２．従業員の消防団活動に積極的に配慮して
いる。 

３．災害時などに事業所の資機材などを消防団
に提供するなど協力をしている。 

４．その他消防団活動に協力することにより、地
域の消防防災体制の充実強化に寄与して
いる。 

【問 合 先】総務課 

　固定資産税の納税者の方が、自己所有の土
地や家屋の評価額を、周辺の土地・建物と比較し、
価格の適正さを「土地・家屋価格等縦覧帳簿」
で確認することができます。 
　なお、個人情報に関すること（所有者、課税標
準額、税額）は縦覧の対象ではありません。 

４月１日（月）～３０日（火） 
（土・日曜日、祝日を除く） 
午前８時３０分～午後５時３０分 
税務課 

 
・固定資産税（土地・家屋）の納税者 
・納税者の同居の親族 
・納税者の代理人（委任状の提示が必要） 
 
・本人または本人と同居の親族であることが証
明できるもの（納税通知書、課税明細書、運転
免許証など） 
・印鑑 
・代理人は委任状 
※縦覧期間以外は、縦覧帳簿の公開は一切でき
ませんので、ご了承ください。 
※償却資産は縦覧対象外ですので、閲覧申請を
していただく必要があります。 

税務課 

 
 
 
 
 
 
【縦覧期間】 
 
 
【縦覧場所】 
【縦覧できる方】 
 
 
 
【持 ち 物】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

固定資産価格の縦覧 
税務課 

お知らせ
 

お知らせ
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